
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
三
号

地
籍
簿
の
様
式
を
定
め
る
省
令

国
土
調
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
五
十
九

号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
籍
簿
の
様
式

を
定
め
る
総
理
府
令
（
昭
和
三
十
七
年
総
理
府
令
第
五
十

五
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
総
理
府
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。国

土
調
査
法
施
行
令
第
二
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
地
籍
簿
の
様
式
は
、
別
記
様
式
の
と
お
り

と
す
る
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
一
七
日
総
理
府
令
第

一
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
四
日
総
理
府
令

第
一
〇
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
二
月
二
〇
日
国
土
交
通

省
令
第
一
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
施
行
前
に
作
成
し
た
地
籍
簿
に
つ
い
て

は
、
こ
の
省
令
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
も
の
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
国
土
交
通
省
令

第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別記様式

郡

市 町

大字

区 村

地 籍 簿

号

番まで

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日

号

調 査
期 間

認 証 年 月 日
番 号

実 施
機 関

（この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とする。）

冊の内第

番から

平成
令和
令和

令和

ha　  a　  ㎡

地籍調査前の土地の表示

原因及
びその
日付

所有者の住所及
び氏名又は名称

地　積

ha　  a　  ㎡
字名 地番 地目字名 地番

（この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4とする。）

地図
番号

地目

地籍調査後の土地の表示

所有者の住所及
び氏名又は名称

地　積
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